
平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

七

六

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
七
六
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
近
藤
三
津
枝
君
提
出
緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
近
藤
三
津
枝
君
提
出
緊
急
事
態
に
対
す
る
現
行
憲
法
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

憲
法
第
四
十
五
条
本
文
は
衆
議
院
議
員
の
任
期
を
四
年
、
憲
法
第
四
十
六
条
は
参
議
院
議
員
の
任
期
を
六
年
と
規
定
し
て

お
り
、
そ
の
任
期
が
満
了
す
る
と
き
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
衆
議

院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
憲
法
第

五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
職
選
挙
法
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
選
挙
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
二
三
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
法
律
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
り
「
国
政
選
挙
の
選
挙
期
日
を
延
期
す
る
と
と
も
に
国
会
議
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
」
は
、
で
き
な
い
も

の
と
考
え
る
。


